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答   申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した身体障害者手帳交

付処分に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のと

おり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

  本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都知事（以下「処分庁」という。）

が請求人に対し、身体障害者福祉法（以下「法」という。）１５条

４項の規定に基づいて、平成２９年１月３１日付けで行った身体障

害者手帳（以下「手帳」という。）の交付処分について、請求人の

身体障害程度等級（法施行規則別表第５号（以下「等級表」とい

う。）によるもの。以下「障害等級」という。）を総合等級「３

級」と認定とした部分のうち、視野障害（以下「本件障害」とい

う。）を「５級」とした部分（以下「本件処分」という。）を不服

として、これをより上位の等級に変更することにより、手帳の総合

等級を２級に変更することを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分は違法又は不当で

あると主張する。  

本件診断書にあるとおり、請求人の視野障害は２級であることか

ら、総合等級も２級とすべきものである。補装具支給制度を利用し

た際の○○の○○センターでの検査では、視野の検査はなく、また、
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同所の検査結果においては、担当医から本件診断書のとおりとの説

明を受けている。  

 

第４  審理員意見書の結論  

 本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項によ

り棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

 審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

 年  月  日   審  議  経  過  

平成２９年  ７月  ３日  諮問  

平成２９年  ８月１４日  審議（第１２回第１部会）  

平成２９年  ９月  ５日  処分庁へ調査照会  

平成２９年  ９月１３日  処分庁から回答を収受  

平成２９年  ９月１５日  審議（第１３回第１部会）  

平成２９年１０月  ５日  処分庁へ調査照会  

平成２９年１０月２０日  処分庁から回答を収受  

平成２９年１０月３０日  審議（第１４回第１部会）  

平成２９年１１月２１日  審議（第１５回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

  審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法１５条１項は、手帳の交付申請は、都道府県知事（以下「知

事」という。）の定める医師の診断書を添えてその居住地の知事

に対して行う旨を定め、同条４項は、知事は、審査の結果、身体

に障害のある者の申請による障害が法別表に掲げるものに該当す

ると認めたときは、申請者に手帳を交付しなければならないと定
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めている。  

また、法施行令１０条１項は、知事は、手帳の交付を受けた時

に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれ

かに該当するものを有するに至った者から手帳の再交付の申請が

あったときは、厚生労働省令で定めるところにより、手帳を交付

しなければならないと定めており、法施行規則７条は、手帳の再

交付の申請は、法１５条１項に定める医師の診断書及び同条３項

に定める意見書等を添えて行う旨を定めている（法施行規則２条

を準用）。  

そして、法施行規則５条１項２号は、手帳には障害名及び障害

の級別を記載すべき旨を規定し、同条３項は、級別は等級表によ

り定めるものとし、等級表においては、障害の種別ごとに１級か

ら７級まで（ただし、視力障害については１級から６級まで、視

野障害については２級から５級まで）の障害の級別（障害等級）

が定められている。  

⑵  東京都においては、上記⑴に基づき、手帳の交付申請者の障害

が法別表に掲げるものに該当するか否か、並びに該当する場合に

おける障害の種類及び障害の程度の別についての認定審査を適切

に行うため、東京都身体障害者手帳に関する規則（平成１２年東

京都規則第２１５号）及び同規則５条の規定による受任規程であ

る「東京都身体障害認定基準」（平成１２年３月３１日付１１福

心福調第１４６８号。以下「認定基準」という。）を定めている。

そして、認定基準８条は、「身体障害程度等級における個別の障

害種目に係る認定基準については、別紙『障害程度等級表解説』

のとおりとする。」と規定しており（以下同解説を｢等級表解説｣

という。）、手帳の交付申請に対しては、これらに則って手帳交

付の可否の判断及び手帳に記載する障害名・障害等級の認定を行

っている。  

⑶  そして、処分庁が上記認定に係る審査を行うに当たっては、法
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１５条１項の趣旨からして、提出された診断書に記載された内容

を資料として判断を行うものと解される。  

ただし、診断書に記載された医師の意見（法１５条３項の意

見）は、診断に当たった医師の意見であり、最終的には処分庁が

当該意見を踏まえつつ、診断書の記載内容全般を基に、客観的に

判定を行うべきものである。  

このため、仮に、処分庁により交付される手帳に記載された障

害等級が、申請書に添付された診断書に記載された医師の意見と

異なることがあったとしても、診断書の記載内容全般を基にした

処分庁の判断に違法又は不当な点がなければ、手帳の交付処分に

取消・変更理由があるとすることはできない。  

また、本件において、処分庁は、○○医師に対し、請求人の障

害等級は「視力障害３級、視野障害５級、総合３級」と思われる

として意見照会し、同医師から「視力障害３級、視野障害５級、

総合３級」で良いとの回答がなされていることから、その時点に

おいて、法に基づく担当医師の意見が訂正されたことが認められ

る。  

２  そこで、本件診断書の記載内容を前提として、本件処分に違法又

は不当な点がないかどうか、念のため、請求人の視力障害を含めた

視覚障害の障害等級について以下検討する。  

⑴  本件診断書によれば、請求人の障害名は「視力障害及び視野障

害」とされている（別紙１・Ⅰ・①）。  

等級表は、視覚障害の障害等級について、以下のとおり定めて

いる。  

級  別  視  覚  障  害  

１  級  

両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈

折異常のある者については、きょう正視力について測ったもの

をいう。以下同じ。）の和が０．０１以下のもの 
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２  級  

１ 両眼の視力の和が０．０２以上０．０４以下のもの 

２ 両眼の視野がそれぞれ１０度以内でかつ両眼による視野につ

いて視能率による損失率が９５％以上のもの 

３  級  

１ 両眼の視力の和が０．０５以上０．０８以下のもの 

２ 両眼の視野がそれぞれ１０度以内でかつ両眼による視野につ

いて視能率による損失率が９０％以上のもの 

４  級  
１ 両眼の視力の和が０．０９以上０．１２以下のもの 

２ 両眼の視野がそれぞれ１０度以内のもの 

５  級  
１ 両眼の視力の和が０．１３以上０．２以下のもの 

２ 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの 

６  級  
一眼の視力が０．０２以下、他眼の視力が０．６以下のもの

で、両眼の視力の和が０．２を超えるもの 

また、認定基準７条は、二つ以上の障害が重複する場合の障害

等級について、重複する障害の合計指数に応じて、以下左表によ

り認定することとし、また、合計指数は以下右表により各々の障

害の該当する等級の指数を合計したものとするとしている。  

合 計 指 数  認 定 等 級   障 害 等 級  指  数  

１ ８ 以 上  

１ １ ～ １ ７  

７ ～ １ ０  

４ ～ ６  

２ ～ ３  

１  

１  級  

２  級  

３  級  

４  級  

５  級  

６  級  

 

 

 

 

１  級  

２  級  

３  級  

４  級  

５  級  

６  級  

７  級  

１ ８  

１ １  

７  

４  

２  

１  

０ ． ５  

そして、等級表解説は、視覚障害の障害等級を認定するための

基準について、おおむね別紙２「等級表解説（抄）」のとおりと

している。  

  ⑵  請求人の障害等級について  

   ア  視力障害について  

本件診断書の「視覚障害の状況及び所見」の「視力」の欄
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（別紙１・Ⅱ・１）には「右  ０ .０３（０ .０５×－８ .００Ｄ 

Ｃｙl －６.５０Ｄ Ａｘ１１０）」、「左  ０ .０１（０ .０２×－

６ .００Ｄ Ｃｙl －５.００Ｄ Ａｘ１１５）」とそれぞれ記載さ

れている（これは、右眼の裸眼視力は０ .０３、矯正視力は０ .

０５（近視、球面度数８ .００Ｄ。乱視度数は近視性６ .５０Ｄ、

乱視軸は１１０°）、左眼の裸眼視力は０ .０１、矯正視力は

０ .０２（近視、球面度数６ .００Ｄ。乱視度数は近視性５ .０

０Ｄ、乱視軸は１１５°）であることを意味する。）。  

等級表における視力は、矯正視力について測ったものをいい

（上記⑴等級表参照）、本件診断書の上記記載によれば、請求

人の両眼の視力（矯正後の視力、右眼０ .０５、左眼０ .０２）

の和は「０ .０７」となることから、等級表及び等級表解説に

照らして、請求人の視力障害は、「両眼の視力の和が０ .０５

以上０ .０８以下のもの（３級）」（指数７）に該当するもの

と認められる。  

   イ  視野障害について  

(ｱ) 本件診断書の「視覚障害の状況及び所見」の「視野」の欄

（別紙１・Ⅱ・２）で、両眼についてⅠ／４の指標における

視野が全ての方向において１０度以内（右眼については約１

０度弱の範囲、左眼については下部分のみ約５度の範囲）し

か視野残存は認められないとされるものの、求心性視野狭窄

の有無が「無」とされ、また、本件診断書に添付されていた

請求人の両眼の視野測定結果（視野図、以下「視野図」とい

う。）から見て、請求人に求心性視野狭窄（別紙２・第１・

２・⑵・イ参照）を認めることはできない。  

(ｲ) また、本件診断書の「視覚障害の状況及び所見」の「中心

視野」の欄（別紙１・Ⅱ・３）によれば、視野の測定につい

ては、両眼とも全ての方向が測定不可（０度）、視能率０％、

損失率１００％、両眼の損失率１００％とされているが、視
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野図によれば、両眼とも相当程度の視野が残存していること

が認められる。  

そして、処分庁は、認定審査会に審査を求めたところ、

「視野図より求心性無のため５級」及び「審査結果  視力３

級  視野５級」との審査結果を受けたこと、また、視野障害

に係る処分庁からの○○医師への照会に対しては、○○医師

から、「視力障害３級、視野障害５級、総合３級」との回答

があったことがそれぞれ認められる。  

(ｳ) さらに、当審査会において、行政不服審査法７４条に基づ

く調査をした結果、処分庁から以下の回答を得た。  

第１に、視野の測定に際しては、総合的に求心性視野狭窄

かどうかを判断し、認定する。  

第２に、本件診断書にある「強度近視性網脈絡膜萎縮、角

膜混濁」は、いずれも求心性視野狭窄を来す疾病ではない。  

第３に、本件診断書の「求心性視野狭窄の有無」の欄に

「無」とある。  

第４に、別添視野図の測定結果を確認すると、視野が周辺

からほぼ均等に狭くなる所見が認められないことから、求心

性視野狭窄ではないと判断した。  

第５に、等級表中の「両眼の視野がそれぞれ１０度以内」

については、求心性視野狭窄が認められる場合のみ適用する

ものであるから、４級には該当しないと判断した。  

上記の処分庁の主張は、いずれも当該疾病に係る専門的な知

見に基づくものであると認められる。  

これらに基づけば、請求人の視野障害は４級には該当せず５

級であると認められる。  

なお、認定基準についての処分庁の回答によれば、手帳交付

事務は自治事務であるが、全国で統一的に扱う必要があり、障

害種目に係る認定基準自体も国により十分な検討を重ねた上で
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策定されたものであり、十分に合理性があるため、東京都では

国の身体障害者認定基準に準じた取扱いを行っているとのこと

である。  

そうすると、認定基準は合理的であると認められる。  

ウ  視覚障害の障害等級について  

視力障害と視野障害が重複する場合は、重複障害認定の原則

に基づき認定することとされており（別紙２第１・１・⑷）、

認定基準７条によれば、二つ以上の障害が重複する場合の障害

等級は、重複する障害の合計指数に応じて認定することとされ

ている。  

そして、合計指数の基となる各障害の障害等級の指数は、３

級の場合は指数７とされ、５級の場合は指数２とされているか

ら（認定基準７条・１・⑵）、上記ア及びイより請求人の合計

指数は、視力障害及び視野障害のそれぞれの指数を合わせた９

となる。  

そうすると、合計指数「７～１０」は、障害等級３級と認定

するものとされているから（認定基準７条・１・⑴）、請求人

の視覚障害に係る障害等級の総合等級は３級に該当するものと

認められる。  

⑶  以上のとおり、本件診断書等によれば、請求人の視覚障害につ

いては、障害等級を総合等級３級とし、障害種類について、視力

障害 [右：０．０５、左：０．０２ ]（３級）、視野障害 [両眼の

視野２分の１以上欠損 ]（５級）と判断すべきであることから、

処分庁が、請求人の視覚障害の障害等級を総合等級３級とし、視

力障害を３級、視野障害を５級とした処分（本件処分）に、違法

又は不当な点は認められない。  

⑷  請求人は、主治医の意見書では視野障害２級で、総合等級は２

級とされていたにもかかわらず、視野障害５級、総合等級３級と

認定されたのはおかしい、補装具支給制度を利用した際の○○の
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○○センターでの検査では、視野の検査はなく、また、同所の検

査結果においては、担当医から本件診断書のとおりとの説明を受

けている旨主張する。  

しかし、前述（⑴）のとおり、障害等級の認定に係る総合判断

は、提出された診断書の記載内容全般に基づいてなされるべきも

のであり、請求人の視覚障害は、本件診断書の内容を認定基準及

び等級表解説に照らして、障害等級の総合等級を３級とし、障害

種類について「視力障害 [右：０．０５、左：０．０２ ]（３級）、

視野障害 [両眼の視野２分の１以上欠損 ]（５級）」と認定するの

が相当であることは上記（⑶）記載のとおりであり、また、補装

具支給制度の検査は、別の制度によるものであるから、請求人の

主張をもって、本件処分の変更理由として採用することはできな

い。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 髙橋滋、窪木登志子、川合敏樹  

 

別紙１及び２（略）  

 

 


